
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ともに築こう 豊かな消費社会 ～誰一人取り残さない～」 

（２０１８年５月、消費者庁の月間テーマ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     【図は、消費者庁イラスト集より抜粋】 
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★すみだ消費者センターでは、消費生活相談員が、悪質 

商法による被害やインターネットをめぐる架空請求、 

商品事故に関する苦情など、さまざまな消費生活に関 

する疑問やトラブル等の相談に応じています。 

★相談は、電話または来所にて受け付けています。 

 
★消費生活に関して様々な   

専門家が講義します。 

★事前に区報や消費者ニュ 

ース等でお知らせします。 

 
★消費者被害の未然防止のために、消費生活に関する専門 

の相談員がわかりやすくお話しします。 

★対象は、学校の授業、町会や自治会の老人会・女性部、 

PTA、福祉関係者、その他自主的な学習グループなど 

で、1講座 10人以上の参加があることです。 

★会場は、主催団体でご用意ください。20人以内の場合 

すみだ消費者センター内の施設がお使いいただけます。 

 
★悪質商法等の DVDの 
貸し出しをしています。 

★消費生活に関する冊子 
やパンフレットを設置・ 
配布しています。 

 

 

 

 

消 費 者 相 談 室 

消 費 者 講 座 情報コーナー 

出 前 講 座 

★消費者センターの各事業は、無料です。★対象は、区内在住・在勤・在学の方です。 

★相談専用電話：５６０８-１７７３   ★講座申込用電話：５６０８-１５１６ 



 

 

 
 

 

 
 

【相談事例】                                

夜１０時にインターホンが鳴ったので出てみると「３０分だけ節税対策について

話を聞いてください。」と男性から言われ、断ったが「何がダメですか。一から説

明しますから。」としつこい勧誘を受けた。断り切れず、訪問した男性２人から自

宅で説明を聞いたところ、投資マンションの販売勧誘だった。すでに自宅マンショ

ンを購入し住宅ローンを組んでいるので契約できないと断ったら、「購入する物件

も決まっていないのに、なぜ断るんだ。」などと威圧的な態度で長時間勧誘され、

源泉徴収票などを渡す約束をしてしまった。明日取りに来ることになっている。ど

うしたらよいだろうか。 

【アドバイス】                                

「投資用マンションの購入を強く勧められ、断ると恫喝された。」という相談が

増えています。買う気持ちがなければ、毅然とした態度で「お断りします。」と、

はっきり断りましょう。契約してしまってもクーリング・オフできる場合もありま

す。強要されて契約してしまったら早めに消費生活センターに相談しましょう。 

宅地建物取引業法ではマンション販売の勧誘を断った場合、再勧誘することは禁

止されています。事例では、消費者センターに来所した本人が事業者に電話をかけ

て断り、明日の約束をキャンセルすることができました。 


